
食 品 衛 生 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

食 品 衛 生 法 施 行 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 の 第 一 の 八 の 11 の ㈤ 中 「 食 品 衛 生 法 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 表 示 の 基 準 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 平 成 二 十 三 年 内 閣 府 令 第 四 十 五 号 ） 第 一 条 第 二 項

第 七 号 」 を 「 食 品 表 示 基 準 （ 平 成 二 十 七 年 内 閣 府 令 第 十 号 ） 第 三 条 第 二 項 の 表 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

食 品 表 示 法 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 食 品 表 示 基 準 が 定 め ら れ た こ と に 伴 い 、 所 要 の 整 理 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 八 号

食 品 衛 生 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

食 品 衛 生 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 七 年 六 月 十 一 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 八 号 食 品 衛 生 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

初校

２１

平成27年6月議案


